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1 はじめに 

 平成 26 年度 6 月以降のバルク乳検査で体細胞数が急激に増加した A 農場から指導依頼があっ

たので、関係機関が協力して改善に取り組み、一定の成果を得たので報告する。 

 

2 A 農場の概要 

 飼養形態は乳肉複合経営で、飼養頭数は乳用牛 29 頭（成牛 24 頭、育成牛 5 頭）、肉用牛 12

頭の計 41 頭を飼育し、労働力は 2 人（畜主夫婦）である。 

 平成 25 年 4 月からのバルク乳の体細胞数の推移をみると、30 万/mL 前後で推移していたが、

平成 26 年 6 月以降高値であった（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 バルク乳における体細胞数の推移 

 

3 指導体制 

 家畜保健衛生所で搾乳衛生に関する調査と生乳の細菌培養検査を実施し、畜産協会牛乳検査部

で体細胞数検査を実施した。その検査等の結果をもとに、搾乳衛生指導と家畜診療所による乳房

炎治療を実施した（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4 材料と方法 

 検査は平成 26 年 10 月から 11 月に実施した。検査材料は、個体乳検査 18 検体、分房乳検査

は個体乳検査の結果をもとに 32 検体を用いた。培地は血液寒天培地、DHL 寒天培地、卵黄加マ

ンニット食塩寒天培地を使用した。検査キットは PL テスター、アピマニュアルキット、薬剤感

受性ディスク（CEZ、CXM、PCG、KM、OTC、EM）を使用した。 

 検査方法は、個体乳における細菌培養検査および体細胞数検査を行い、個体乳検査の結果をも

とに分房乳検査を実施した。分房乳検査では、PL テスト、細菌培養検査および体細胞数検査結

果をもとに、優位菌をアピマニュアルキットで同定し、薬剤感受性試験を行った（図 3）。 

 搾乳衛生調査については、検査材料の採材時に搾乳手順の確認や聞き取りを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3 検査の流れ 

 

5 検査結果 

(1)  個体乳検査 

搾乳牛 18 頭の個体乳の細菌培養検査および体細胞数の測定を行った結果、体細胞数が 30 万

/mL を超える個体が約半数いることが確認され、細菌培養検査で黄色ブドウ球菌の感染が疑われ

る個体が5頭確認されたため、体細胞数の高い個体および黄色ブドウ球菌感染を疑う個体8頭（赤

丸）について、分房乳検査を実施した（表 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 個体乳検査結果 

 

 



(2)  分房乳検査 

表 2、3 のとおり 8 頭 32 分房乳について、体細胞数検査と PL テストを実施し、その結果 8

頭 19 分房が乳房炎に罹患していた。また、体細胞数の高い分房では、PL テストで強い凝集を示

すものが多く、PL テストを行うことで体細胞数の高い個体をある程度検出できることが示され

た。さらに、細菌培養検査により、体細胞数の高い分房からは優位菌としてブドウ球菌とレンサ

球菌が多く検出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表 2 分房乳検査結果 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表 3 分房乳検査結果 2 

 

(3)  薬剤感受性試験 

 検出された優位菌の薬剤感受性試験は、セファゾリン、セフロキシム、カナマイシン、オキシ

テトラサイクリン、エリスロマイシン、ペニシリンの 6 薬剤を用いて行った。 

その結果、セファゾリン、セフロキシムがすべての優位菌に有効であり、ペニシリンはレンサ

球菌に対して有効であることが示された（表 4）。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

表 4 薬剤感受性試験 

 

6 搾乳衛生調査結果 

 搾乳衛生調査により、搾乳時に手袋を装着していない、プレディッピングが未実施、清拭タオ

ル 1 枚を複数頭に使用、また、タオルのしぼり方が弱く、水分が多いままで使用していることが

確認された（表 5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 搾乳衛生調査               

 

7 対策 

一連の検査結果をもとに、乳房炎罹患牛については乾乳期治療および泌乳期治療を行うことと

し、また、搾乳衛生調査結果をもとに、搾乳衛生指導を行った（図 4）。 

 治療は、図 5 のとおり盲乳や淘汰は行わず、乾乳期が近い個体および黄色ブドウ球菌感染個体

については乾乳期治療で対応し、レンサ球菌は泌乳期治療を実施することとした。 

乾乳期治療は、乾乳前 3 日間に泌乳期用軟膏を注入、乾乳日に乾乳期用軟膏を注入、乾乳後 3

日間静脈注射する方法を行い、泌乳期治療は泌乳期用軟膏を通常の 3 日間より長く、最低 6 日間

は軟膏を注入することにした。 

使用薬剤については、セファゾリン、セフロキシム、ペニシリンの 3 薬を使用して治療するこ

とにし、ペニシリンはレンサ球菌にのみ使用することにした。 

搾乳衛生については、搾乳時の手袋装着、プレディッピング、清拭タオル、搾乳手順について

指導した（表 6）。 

 



  

 

 

 

 

 

 

   図 4 体細胞数低減への取り組み        図 5 治療 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

表 6 搾乳衛生指導 

 

8 対策後の体細胞数の推移 

 対策後のバルク乳における体細胞数の推移を示した（図 6）。10 月中旬から 2 頭乾乳期治療し、

搾乳衛生を改善した結果、体細胞数が減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

   図 6 対策後の体細胞数の推移 

 

8 まとめ 

今回検査した農場では、体細胞数の高い分房から優位菌として黄色ブドウ球菌、レンサ球菌が

多く検出された。また、PL テストを行うことで体細胞数の高い分房をある程度検出可能である

ことが示された。薬剤感受性試験を行い、乳房炎に有効な薬剤を選択し、一部の牛に治療を実施

した。 

 今回、搾乳衛生指導による改善および治療を開始したことが体細胞数低減につながったと考え

られた。今後は、未治療の牛群に対する治療やバルク乳の体細胞数の推移をみながら治療の継続

および搾乳衛生指導に取り組む。 


